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仕　様　書
１　貸付物件
	所在地
	設置場所
	貸付面積
	設置台数

	四日市市大字日永5450-132
	三重県立総合医療センター

1階　エレベーターホール横自動販売機コーナー（別紙１参照）
	０．９㎡

	１台

	
	三重県立総合医療センター西棟２階　図書室

（別紙２参照）
	１．５㎡
（奥行は壁から最大８０ｃｍまで）
	１台

	
	三重県立総合医療センター１階防災センター前スペース
（別紙1参照）
	２．０㎡
（奥行は壁から最大９０ｃｍまで）
	１台

	
	三重県立総合医療センター1階内視鏡センター患者待合室（別紙3参照）
	１．０㎡
（奥行は壁から最大８０ｃｍまで）
	１台


※　貸付面積には、２(7)イの回収ボックスを含みます。また、自動販売機の　　　機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申込前に設置場所の確認をしてください。
２　自動販売機の設置条件

　(1) 設置事業者の施設使用形態

　　　自動販売機の設置は、地方独立行政法人三重県立総合医療センター固定資産管理規程第２２条第１項の規定に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター（以下「本院」という。）が設置事業者に対し、固定資産である建物の一部を賃貸する方法により行います。

　(2) 貸付期間

　　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とします。

　(3) 貸付料

　　　貸付料は、入札により決定した金額とします。
　(4) 必要経費

　　　自動販売機の設置及び撤去に要する工事費等の費用は全て設置事業者の負担とします。（※分電盤からの配線、コンセントは本院が設置します。）

　　　また、光熱水費についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において計量機器（子メーター）を設置し、それによる実費を、本院が指定する期限までに全額納入してください。

　(5) 設置機器の仕様について

　　　設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとしてください。

　　ア　消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機（エコ・ベンダーなど）や、夜間はセンサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対策機能を備えた自動販売機とすること。

　　イ　お金の投入口やつり銭・商品の取出口、商品選択ボタンの配置を考慮するなど、だれにでも無理なく自動販売機が使えるように操作性・操作方法が工夫されているユニバーサルデザインで省スペースタイプとすること。

　  ウ  新旧500円硬貨及び1000円紙幣が使用できること（新1000円紙幣が発行された場合対応すること）。電子マネー等のキャッシュレスに対応すること。

　(6) 利用上の制限

　　　契約期間中は、次の事項を遵守してください。

　　ア　入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。

　　イ　自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。

　　ウ　販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、本院の指示に従うこと。
　　エ　販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。
　　　　なお、商品の具体的な構成については、現在設置している自動販売機と同程度とするが、落札決定後に協議を行うこと。

　　オ　設置場所ごとの建物内に設置されている他の自動販売機やコンビニの販売価格を基準として販売すること。
　　カ　設置事業者は、本件賃貸借に係る自動販売機の売上状況を、別に指定する期日までに提出すること。（次回入札時に公表することとします。）
　(7) 維持管理
　　　契約期間中は、次の事項を遵守してください。

　　ア　商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。

　　イ　自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクル・周辺の清掃を行うこと。

　　ウ　関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。

　　エ　自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置することとし、地震等に対する転倒防止措置を講じること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。

　　オ　自動販売機の故障や問い合わせ並びに苦情については、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。　
カ　災害発生時においては、自動販売機内の飲料が提供できるものであること。
　(8) 原状回復

　　　設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を本院に請求することができません。

３　問い合わせ先

　　三重県立総合医療センター事務局施設課
　　　四日市市大字日永５４５０－１３２（郵便番号５１０－８５６１）

　　　電　話　０５９－３４５－２３２１（内線２６０４）
　　　ＦＡＸ　０５９－３４７－３５００
自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所

	区　分
	内　　　容

	１　名称
	三重県立総合医療センター

	２　所在地
	四日市市大字日永５４５０－１３２

	３　設置場所
	別紙のとおり

	４　職員数
	約９００人（委託業者含む）

	５　基準価格
	一般的な販売金額と同等以下にすること
※図書室は本館１階自販機やコンビニの同等商品より１０円以上引いた金額　

	６　現在対象敷地に設置している自動販売機の売り上げ状況
	令和5年1月～令和5年12月　　26,188本　3,494,790円

令和6年1月～令和6年12月　　25,902本　3,524,350円
令和7年1月～令和7年8月　　15,910本　2,275,590円
合    計　　　　　　　　68,000本　9,294,730円

	７　施設内にある、他の飲料水の自動販売機の状況
	1 ７階食堂（飲料２台）
2 中庭前スペース（飲料１台）

※１階にはコンビニ有り

	８　施設内にある、他の自動販売機の飲料の販売価格
	ペットボトル（５００ｍｌ）１２０円～１７０円　

ペットボトル（３５０ｍｌ）１２０円～１６０円

缶（３００ｍｌ）１１０円～２００円

缶（１９０ｍｌ）１００円～１５０円



	参考データ

	来院者等
	入院患者　1日当たり約３００人

外来患者　1日当たり約５５０人

その他　　1日当たり約１００人


自動販売機の設置に係る固定資産賃貸借契約についての注意事項

　今回の競争入札に付した貸付物件に係る貸付契約は、契約期間の満了をもって終了し、更新はありません。

　したがって、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約が締結される場合を除き、期間の満了の日までに貸付物件を明け渡さなければなりませんので、注意して下さい。

記

１　貸付物件

	所在地
	設置場所
	貸付面積
	設置台数

	四日市市大字日永5450-132
	三重県立総合医療センター

1階　エレベーターホール横自動販売機コーナー（別紙１参照）
	０．９㎡

	１台

	
	三重県立総合医療センター西棟２階　図書室

（別紙２参照）
	１．５㎡
（奥行は壁から最大８０ｃｍまで）
	１台

	
	三重県立総合医療センター１階防災センター前スペース
（別紙1参照）
	２．０㎡
（奥行は壁から最大９０ｃｍまで）
	１台

	
	三重県立総合医療センター1階内視鏡センター患者待合室（別紙3参照）
	１．０㎡
（奥行は壁から最大８０ｃｍまで）
	１台


２　契約（貸付）期間

　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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